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平成３０年度第３回千葉市建築審査会議事録 

 

１ 日 時 平成３０年６月１５日(金) 午後２時００分～午後３時００分 

 

２ 場 所 千葉中央コミュニティセンター８階 会議室「若潮」 

千葉市中央区千葉港２－１ 

 

３ 出席者 

（１）委員 

森岡会長、岡田会長代理、鈴木委員、藤田委員、下川委員 

（２）行政庁職員 

建築審査課:松本課長、野口主査 

（３）事務局職員 

建築管理課:（幹事）小川課長（書記）海保主査、染谷主任技師、丸山技師 

４ 議 題 

（１）同意議案の経過等報告 

（２）議案の審査 

※公開の議案 

ア 議案第１号 建築基準法第４３条第１項ただし書許可の同意について 

※非公開の議案 

ア 議案第２号 建築基準法第４３条第１項ただし書許可の同意について 

（３）その他 

ア 次回の開催予定 

５ 議事の概要 

（１）同意議案の経過等報告 

平成３０年度第２回建築審査会で審議した議案第１号は５月２４日付けで議案第

２号から議案第４号は、５月２５日付けで許可した旨の報告が特定行政庁からあっ

た。 

 

（２）同意議案の審査 

ア 議案第１号 

「同意」と決定した。 

イ 議案第２号 

「同意」と決定した。 
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（３）その他 

ア 次回の開催予定 

次回定例会の開催は、平成３０年７月２０日金曜日午後２時からとした。その次

の定例会の開催は、平成３０年８月１７日金曜日午後２時からと予定した。 

 

６ 会議経過 

※公開の議案 

【議案第１号】  

  建築基準法第４３条第１項ただし書許可の同意について 

  (包括同意基準２－３に適合) 

敷地等と道路との関係の特例 

一戸建ての住宅の新築 

 

(１)建築審査課説明 

  議案第１号は、建築基準法第４３条第１項ただし書の規定により、建築審査会の同意

を求めるものです。 

該当条項は、「建築基準法第４３条第１項ただし書」です。 

申請者以下は議案書に記載のとおりです。 

なお、本案件は包括同意基準２－３に適合するものです。 

議案第１号のご説明をいたします。 

  お手元のタブレットの議案第１号資料をご覧ください。 

始めに位置図ですが、資料１ページをご覧下さい。 

計画敷地は、千葉市立誉田小学校の南側約３００ｍに位置する住宅地で、赤線で囲ん

だ場所です。 

黄色で塗られた部分が、今回ご審議いただく通路です。 

  次に、スクリーンと併せてお手元のタブレットの資料２ページをご覧下さい。「現況

図兼計画図」です。 

計画敷地は、赤線で囲んだ場所で、計画建物は、木造２階建ての一戸建て住宅を建築

するものです。黒三角は玄関の位置を示しています。 

  黄色で塗られた通路の幅員は３．８８ｍ～４．０ｍで幅員が４．０ｍ未満の部分は将

来４．０ｍ以上に拡幅する承諾が得られております。延長長さは５０．４ｍです。 

次に同じページで法第４３条のただし書きの経過につきまして説明いたします。 

申請建物の右上側に位置する○Ａ の敷地で昭和６２年に建築主事によるただし書き扱

いで専用住宅の確認をしております。 
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さらに、その上側に位置するＡの敷地で平成３０年に専用住宅の建築の際、建築審査

会の同意を得て許可しております。 

次に包括同意基準２の３に適合するチェックシートをご覧ください。 

（１）イの欄、通路幅は３．８８ｍ～４．０ｍあります。幅員が４．０ｍ未満の部分は

将来４．０ｍ以上に拡幅する承諾が得られております。 

ウの欄、通路の長さにつきましては、５０．４ｍです。 

オの欄、将来にわたり、幅員４ｍ以上の通路とし、かつ、一般の交通の用に使用

することについて関係権利者の承諾があります。 

     カの欄、排水につきましては、汚水は通路の公共下水道管に接続します。雨水は、

通路部分は砂利敷、敷地内は浸透桝による宅地内処理とします。 

（４）の欄、建物の外壁・軒裏は防火構造とし、延焼の恐れのある部分の開口部をすべ

て防火設備としております。 

以上の様に本案件は、包括同意基準の２の３に適合しております。 

なお、道路位置指定につきましては、隅切り等の設置について協力が得られない

ため、指定を受けることができませんでした。 

    議案第１号の説明は以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

  (２)質疑意見等 

 藤田委員 平成３０年に許可したＡの敷地は、セットバックはしているのですか。 

 野口主査 セットバックをして幅員４ｍとなります。  

 


